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連
邦
情
報
自
由
法
の
概
要

1 

制
定
過
程

(
2
)
 

連
邦
情
報
自
由
法
(
司
自
色
。
ョ
。
口
口
問
。
円
自
己
目
。
ロ
〉
え
)
は
、

一
九
六
六
年
に
、
連
邦
議
会
に
よ
っ
て
可
決
さ
れ
、
大
統
領
が
署
名
し

て
成
立
し
た
。
政
府
保
有
情
報
の
開
示
を
個
人
に
認
め
、
政
府
が
ど
の
よ
う
に
行
政
活
動
を
お
こ
な
っ
て
い
る
か
を
審
査
す
る
と
い
う
法

律
の
制
定
に
政
府
自
ら
が
着
手
す
る
と
い
う
の
は
、
普
通
は
み
ら
れ
な
い
こ
と
で
、
政
治
的
に
も
行
政
的
に
も
大
胆
な
行
為
で
あ
っ
た
。

政
府
に
と
っ
て
、
行
政
内
部
の
事
務
事
業
を
明
ら
か
に
す
る
よ
う
な
立
法
に
参
加
す
る
の
は
実
に
異
例
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
、

恐
ら
く
、
連
邦
政
府
の
立
法
機
関
で
あ
る
議
会
が
同
法
の
対
象
に
な
っ
て
い
な
い
と
い
う
点
を
説
明
し
て
お
り
、
政
治
的
及
ぴ
行
政
的
に

大
胆
な
当
該
行
為
の
限
界
で
あ
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
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と
も
か
く
も
、
政
府
文
書
ま
た
は
政
府
保
有
文
書
へ
の
ア
ク
セ
ス
権
を
公
衆
に
与
え
、

そ
の
結
果
、
情
報
を
与
え
ら
れ
た
公
衆
は
政
府

の
活
動
を
よ
り
よ
く
監
視
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
が
、
連
邦
情
報
自
由
法
の
目
的
で
あ
る
。
同
法
の
目
的
は
崇
高
で
あ
り
、
ま
た
、

あ
る
意
味
で
、
民
主
的
な
政
府
の
第
一
歩
で
も
あ
る
。
最
近
の
第
二
連
邦
控
訴
裁
判
所
の
判
決
は
、
同
法
を
会
議
公
開
法
(
印

S
岳山口
o
E
4司
)

と
み
な
し
、
「
連
邦
情
報
自
由
法
は
、
前
提
と
し
て
、
国
民
こ
そ
が
唯
一
の
正
当
な
権
限
の
源
で
あ
り
、
政
府
機
関
が
有
す
る
諸
権
限
の
根

拠
と
な
る
憲
法
典
も
、
国
民
に
由
来
す
る
の
で
あ
る
と
い
う
起
草
者
の
意
思
を
有
し
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
岡
高
裁
は
、
起
草
者
の

一
人
で
あ
り
後
に
合
衆
国
大
統
領
と
な
る

E
5
2
冨
色
町
田
O
ロ
の
次
の
書
簡
に
言
及
し
て
い
る
。

「
人
民
が
情
報
を
持
た
ず
、
ま
た
、
情
報
を
取
得
す
る
子
段
も
有
し
な
い
な
ら
ば
、
人
民
に
よ
る
政
府
と
い
っ
て
も
、

そ
れ
は
茶
番
か

悲
劇
で
あ
り
、
恐
ら
く
そ
の
両
方
で
あ
ろ
う
。
知
識
は
永
遠
に
無
知
を
支
配
す
る
で
あ
ろ
う
。
人
民
自
ら
が
統
治
者
で
あ
ろ
う
と
す
る
な

ら
ば
、
知
識
の
与
え
る
力
で
武
装
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

連
邦
情
報
自
由
法
が
国
民
に
保
障
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に
、
こ
の
よ
う
な
「
知
識
」
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

2 

適
用
除
外
事
由

連
邦
情
報
自
由
法
が
、
達
成
目
標
と
し
て
こ
の
よ
う
な
崇
高
な
目
的
を
有
し
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
、
こ
の
目
的
は
、
概
し
て
理
解
さ

(
4
)
 

れ
て
お
り
、
連
邦
情
報
自
由
法
は
文
書
を
開
示
す
る
方
向
で
広
く
解
釈
さ
れ
て
き
た
。
勿
論
、
政
府
の
保
有
す
る
総
て
の
文
書
が
、
公
衆

一
般
に
開
示
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
連
邦
情
報
自
由
法
に
は

9
つ
の
適
用
除
外
事
由
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
適
用
除
外
事
由
に
該

当
す
る
文
書
は
開
示
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
重
要
な
意
味
を
も
つ
の
は
、
「
開
示
し
な
い
こ
と
が
で
き
る

(Bmqσσ
邑
P
Z
E
)」

と
い
う
表
現
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
た
と
え
当
該
文
書
が
適
用
除
外
事
由
に
該
当
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
不
開
示
は
単
に
許
容
的
(
宮
日
居
目

由

-
4
0
)
な
の
で
あ
っ
て
、
二
足
の
状
況
下
で
は
、
当
該
文
書
を
開
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
適
用
除
外
は
、

お
お
ま
か
に
い
っ
て
、
次
の
よ
う
な
文
書
に
分
類
さ
れ
る
。
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① 

国
防
ま
た
は
外
交
政
策
文
書
と
し
て
秘
密
指
定
が
正
当
に
行
わ
れ
て
い
る
も
の

② 

行
政
機
関
の
内
部
的
な
人
事
規
則
及
ぴ
慣
行
に
関
す
る
も
の

③ 

他
の
制
定
法
に
よ
り
、
特
に
開
示
が
免
除
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、

そ
の
制
定
法
が
、
当
該
事
項
の
不
開
示
を
要
求
し
て
い
る
も
の
、

ま
た
は
不
開
示
の
基
準
を
設
け
て
い
る
か
若
し
く
は
不
開
示
の
類
型
を
明
確
に
定
め
て
い
る
も
の

④ 

営
業
上
の
秘
密
及
び
第
三
者
か
ら
取
得
さ
れ
た
も
の
で
秘
匿
権
が
認
め
ら
れ
ま
た
は
秘
密
に
属
す
る
商
業
上
ま
た
は
金
融
上
の
情
報

⑤ 

行
政
機
関
と
の
訴
訟
に
お
い
て
、
行
政
機
関
以
外
の
当
事
者
は
取
得
で
き
な
い
、
行
政
機
関
相
互
間
ま
た
は
行
政
機
関
内
部
の
覚
書

若
し
く
は
書
簡
(
一
般
的
に
い
っ
て
、
こ
こ
で
い
う
文
書
と
は
、

ア
メ
リ
カ
の
訴
訟
制
度
の
中
で
適
用
さ
れ
る
非
常
に
広
範
な
開
示

子
続
(
己
目
的

8
5弓
Erm)
の
下
で
も
開
示
さ
れ
な
い
も
の
を
い
う
)

⑥ 

開
示
に
よ
っ
て
、
個
人
の
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ

l
に
対
す
る
不
当
な
侵
害
と
な
る
人
事
ま
た
は
医
療
に
関
す
る
フ
ァ
イ
ル
、
及
ぴ
そ
の
他

の
フ
ァ
イ
ル

⑦ 

秘
密
の
情
報
源
及
ぴ
捜
査
技
術
を
保
護
す
る
た
め
に
、

そ
し
て
、

公
平
な
裁
判
を
受
け
る
個
人
の
権
利
を
保
護
し
、
個
人
の
プ
ラ
イ

ヴ
ァ
シ

l
に
対
す
る
不
当
な
侵
害
か
ら
個
人
を
保
護
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
法
執
行
に
関
す
る
情
報

⑧ 

金
融
機
関
に
関
す
る
文
書

⑨ 

油
井
な
ど
の
情
報
を
保
護
す
る
た
め
の
地
質
学
的
な
デ
l
タ
や
地
図

こ
れ
ら
適
用
除
外
事
由
は
、
「
公
聞
を
原
則
と
す
る
」
と
い
う
連
邦
情
報
自
由
法
の
趣
旨
に
反
す
る
こ
と
か
ら
、
連
邦
情
報
自
由
法
訴
訟

の
初
期
段
階
で
は
、
「
各
裁
判
所
は
適
用
除
外
事
由
を
狭
義
に
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
」
と
、
最
高
裁
判
所
は
判
示
し
て
い
る
。

3 

運
用
状
況

同
法
の
運
用
方
法
は
、

か
な
り
容
易
で
あ
る
と
予
想
さ
れ
、
実
施
に
移
さ
れ
た
。
文
書
の
開
示
請
求
者
が
政
府
機
関
に
請
求
を
し
、
行
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政
機
関
は
か
な
り
短
期
間
に
文
書
の
開
示
を
す
る
と
予
想
さ
れ
て
い
た
。
開
示
さ
れ
る
文
書
の
複
写
に
か
か
る
費
用
を
回
収
す
る
た
め
に
、

政
府
は
開
示
請
求
者
に
こ
れ
ら
費
用
を
請
求
す
る
権
限
を
与
え
ら
れ
て
い
た
が
、

し
か
し
、
開
示
を
促
進
す
る
と
い
う
国
の
政
策
を
強
調

す
る
た
め
に
、
行
政
機
関
は
こ
の
よ
う
な
料
金
の
請
求
を
し
な
い
で
、
無
料
で
コ
ピ
ー
を
渡
す
こ
と
も
で
き
た
。
残
念
な
が
ら
、
同
法
の

運
用
は
そ
れ
ほ
ど
簡
単
で
は
な
か
っ
た
。

ま
ず
最
初
に
、
文
書
の
開
示
を
請
求
す
る
者
に
制
限
が
な
い
こ
と
で
あ
る
。
開
示
請
求
時
に
、
窓
口
で
、
開
示
の
必
要
性
や
目
的
を
提

示
す
る
こ
と
は
求
め
ら
れ
な
い
。
ど
ん
な
理
由
で
も
、
あ
る
い
は
全
く
理
由
が
な
く
て
も
、
何
人
も
文
書
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
結
果
、
行
政
機
関
に
な
さ
れ
る
請
求
件
数
を
制
限
す
る
方
策
は
な
い
。
更
に
、
事
実
上
、
開
示
請
求
者
に
費
用
の
負
担
は
か
か
ら
な

い
の
で
、
請
求
を
す
る
前
に
も
う
一
度
考
え
て
み
る
必
要
も
な
か
っ
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
毎
年
、
膨
大
な
開
示
請
求
が
さ
れ
て
い
る
。

次
に
、
議
会
は
連
邦
情
報
自
由
法
を
可
決
し
て
い
な
が
ら
、
行
政
機
関
が
同
法
を
運
用
す
る
た
め
の
財
源
を
確
保
し
て
い
な
か
っ
た
。

こ
の
誤
り
は
、
同
法
の
運
用
経
費
に
関
す
る
議
会
の
非
現
実
的
な
予
測
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
だ
ろ
う
。
開
示
請
求
は
少
数
で
あ

が
実
際
に
は
、
年
間
経
費
は
、

せ
い
ぜ
い
年
間
五
万
ド
ル
程
度
と
予
測
し
て
い
た
。
と
こ
ろ

(
6
)
 

四
七
O
O
万
ド
ル

1
二
億
五

0
0
0万
ド
ル
を
要
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
経
費
の
負
担
は
、
行
政
機
関

ろ
う
と
予
測
し
て
い
た
た
め
に
、
同
法
の
運
用
に
か
か
る
経
費
も
少
額
で
、

の
財
源
を
圧
迫
し
、
財
源
の
奪
い
合
い
と
な
り
、
行
政
機
関
の
実
質
的
な
武
器
は
、
連
邦
情
報
自
由
法
利
用
者
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。

ナ〉

ま
り
、
開
示
請
求
に
対
す
る
未
処
理
分
が
大
量
に
生
じ
る
結
果
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
最
も
重
要
な
こ
と
は
、
連
邦
情
報
自
由
法
を
実
際
に
運
用
し
て
み
る
と
、
連
邦
情
報
自
由
法
の
情
報
開
示
に
よ
る
民
主
主
義

支
持
の
側
面
が
後
退
し
て
い
っ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

一
九
八
一
年
の
司
法
省
の
報
告
に
よ
る
と
、
開
示
請
求
の
八
O
%
が
企
業
の
代

理
人
ま
た
は
そ
の
弁
護
士
か
ら
の
請
求
で
あ
り
、

わ
ず
か
五
%
が
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
学
者
及
び
公
衆
の
た
め
の
利
益
団
体
か
ら
の
請
求

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
各
企
業
が
、
競
合
企
業
に
関
す
る
政
府
保
有
情
報
あ
る
い
は
政
府
作
成
情
報
は
競
合
企
業
情
報
と
し
て
有
益
な



情
報
源
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
と
い
う
実
態
を
反
映
し
て
い
る
。
連
邦
情
報
自
由
法
を
支
配
し
て
い
る
の
は
、
商
業
上
の
情
報
あ
る
い

は
政
府
と
は
関
係
の
な
い
性
質
の
情
報
を
入
手
し
よ
う
と
す
る
企
業
の
こ
の
よ
う
な
企
て
な
の
で
あ
る
。

開
示
及
ぴ
不
開
示
に
よ
る
利
益
の
比
較
衡
量

政
府
が
保
有
す
る
「
個
人
情
報
」
ま
た
は
「
商
業
上
の
微
妙
な
情
報
」
も
、
連
邦
情
報
自
由
法
に
基
づ
い
て
開
示
請
求
す
る
こ
と
に
よ
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り
、
入
手
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
判
明
し
た
。
そ
こ
で
、
政
府
保
有
情
報
を
入
手
す
る
公
衆
の
権
利
と
、
秘
密
に
属
す
る
情
報
の
不

当
な
開
示
か
ら
保
護
さ
れ
る
べ
き
競
合
企
業
及
び
個
人
の
権
利
と
の
聞
の
適
切
な
比
較
衡
量
を
行
う
た
め
に
、
適
用
除
外
事
由

ω問
、
例

刷
、
倒
的
問
、
倒
的
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
適
用
除
外
事
由
に
よ
っ
て
、
特
に
適
用
除
外
事
由
が
狭
く
解
釈
さ
れ
て
情
報

の
開
示
と
い
う
政
策
が
最
優
先
さ
れ
た
場
合
に
、

は
た
し
て
適
切
な
比
較
衡
量
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
?

1 

プ
ラ
イ
ヴ
ア
シ
|
に
関
す
る
最
高
裁
の
判
断

連
邦
情
報
自
由
法
に
関
す
る
初
期
の
判
決
は
、
全
面
的
開
示
に
関
心
が
あ
っ
た
が
、

そ
の
後
、
変
更
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
各
裁

判
所
は
、
政
府
と
は
関
係
の
な
い
第
三
者
の
重
要
な
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
と
い
う
利
益
を
開
示
か
ら
保
護
す
べ
き
で
あ
る
と
認
識
す
る
よ
う

に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
変
更
は
、
個
人
の
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
を
扱
っ
た
最
近
の
二
件
の
最
高
裁
判
決
で
明
快
に
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
将

来
、
微
妙
な
商
業
上
の
情
報
を
保
護
す
る
た
め
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

(7} 

先
述
の
二
件
の
最
高
裁
判
決
で
あ
る
ロ
岳
山
耳
目
。
耳
え
』
己
由
民

2
4・河
8
0
3
0
E
n
o
s
B苦
0
0
(以
下
、
河
内
印
刷
】
O
円

g
g
n
o
B
B宮
00
判

(
8
)
 

決
と
い
う
)
及
び
ロ

8
R
E
5巳
色
。
。
同
O
D
R
4・司
-
a
o
s
-
F何

回

σ
R
M
N色白昨日
0
5
〉
丘
町

O吋
日
々
(
以
下
、

F
L
R
A
判
決
と
い
う
)
は
、
個

人
の
プ
ラ
イ
ヴ
ア
シ

l
に
関
す
る
最
高
裁
判
所
の
判
断
を
明
ら
か
に
し
て
お
り
、
プ
ラ
イ
ヴ
ア
シ

l
が
侵
害
さ
れ
る
場
合
に
は
連
邦
情
報

(
9
}
 

自
由
法
に
よ
る
開
示
は
制
限
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
判
示
し
て
い
る
。
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(1) 

閉
山
m凶

U
0
3
0
3
h
c
B
B苦
2
判
決

河
内
凶
℃
。
円
円
。
円
印
打
。

B
B吉
見
事
件
は
、
連
邦
捜
査
局
の
あ
る
フ
ァ
イ
ル
を
入
手
す
る
た
め
に
、
信
頼
で
き
る
情
報
収
集
組
織
が
開
示
請
求

し
た
も
の
で
あ
る
。
当
該
請
求
者
は
、
四
名
の
個
人
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
逮
捕
記
録
、
起
訴
、
釈
放
、
有
罪
等
の
掲
載
さ
れ
た
刑
事
上

の
文
書
の
開
示
を
求
め
た
。
こ
の
種
の
情
報
は
、
行
政
機
関
相
互
間
で
デ
l
タ
を
共
有
す
る
た
め
に
任
意
で
、
州
及
び
地
方
公
共
団
体
の

法
執
行
機
関
か
ら

F
B
I
が
取
得
し
た
も
の
だ
っ
た
。
四
名
の
内
の
三
名
に
関
す
る
情
報
に
つ
い
て
は
、
彼
ら
が
す
で
に
死
亡
し
て
い
た

こ
と
か
ら
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ

l
保
護
の
利
益
は
な
く
、

F
B
I
は
請
求
を
拒
否
す
る
理
由
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
残
る
一
名
に
関
す
る
情
報

に
つ
い
て
は
、

F
B
I
は
開
示
を
拒
否
し
た
。
最
高
裁
判
所
は
、

F
B
I
及
ぴ
ブ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ

l
の
利
益
を
保
護
し
た
の
で
あ
る
。

F
B
I
が
依
拠
し
た
適
用
除
外
事
由
倒
的
は
、
法
執
行
目
的
の
た
め
に
集
積
さ
れ
た
記
録
で
、

不
当
な
プ
ラ
イ
ヴ
ア
シ

l
侵
害
に
な
る

と
合
理
的
に
予
測
で
き
る
場
合
の
規
定
で
あ
る
。
こ
の
適
用
除
外
を
適
用
す
る
に
当
た
っ
て
の
当
裁
判
所
の
理
由
は
有
益
で
あ
り
、
次
の

よ
う
に
判
示
し
て
い
る
。

ま
ず
最
初
に
、
「
開
示
請
求
者
が
誰
で
あ
る
か
は
、
請
求
者
に
有
利
に
作
用
す
る
も
の
で
は
な
い
」
、

と
し
た
。
そ
こ
で
、
信
頼
で
き
る

情
報
収
集
組
織
が
当
該
情
報
の
開
示
を
求
め
た
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
場
合
、
諾
否
に
は
何
の
関
係
も
な
い
と
し
た
。
当
該
記
録
は
、
適

用
除
外
事
由
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
か
、
ま
た
は
保
護
さ
れ
な
い
か
の
ど
ち
ら
か
で
あ
り
、
開
示
請
求
者
が
誰
で
あ
る
か
は
全
く
重
要
で

は
な
い
と
判
断
し
た
。

次
に
、
連
邦
情
報
自
由
法
の
意
図
に
つ
い
て
、
「
政
府
の
活
動
を
知
ら
さ
れ
る
市
民
の
権
利
に
集
約
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
行
政
機
関
の
義

務
の
履
行
に
光
を
当
て
る
公
文
書
は
、

明
ら
か
に
法
律
の
目
的
の
範
囲
内
に
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
目
的
は
、
政
府
の
様
々
な
フ
ァ
イ
ル

に
集
積
さ
れ
て
い
る
情
報
で
あ
っ
て
も
、
行
政
機
関
自
ら
の
活
動
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
と
は
全
く
関
係
が
な
い
よ
う
な
、
個
人
的
な
市

民
情
報
を
開
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
の
で
は
な
い
」
、

と
し
た
。
ま
た
、
最
高
裁
判
所
は
、
「
連
邦
情
報
自
由
法
の
中
心
的
目



的
は
、
政
府
の
活
動
を
公
衆
の
鋭
い
監
視

(
m
n
E江
口
三
の
前
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
の
保
障
で
あ
っ
て
、
た
ま
た
ま
政
府
の
倉
庫
に
あ
る

(
日
)

個
人
的
な
市
民
情
報
を
開
示
す
る
こ
と
で
は
な
い
」
、
と
も
し
て
い
る
。

(2) 

F
L
R
A
判
決

こ
の
よ
う
な
河
3
0
3
0
2
n
O
B
B宮
2
判
決
の
解
釈
は
、

F
L
R
A
判
決
に
お
け
る
最
高
裁
判
決
の
基
礎
と
も
な
っ
て
い
る
。
本
件
は
、

連
邦
政
府
の
職
員
を
代
表
す
る
労
働
組
合
が
、
連
邦
職
員
の
氏
名
及
び
住
所
を
入
手
す
る
た
め
に
、
連
邦
情
報
自
由
法
に
よ
り
開
示
請
求

し
た
。
本
件
判
決
及
ぴ
同
8
0
3
0
3
h
o
B
E
R
g
o
判
決
以
前
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
事
案
を
扱
う
総
て
の
連
邦
控
訴
裁
判
所
は
、
労
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働
組
合
に
は
当
該
情
報
の
開
示
を
求
め
る
権
利
が
あ
る
と
し
て
い
た
。
し
か
し
、
最
高
裁
判
所
は
、
判
決
を
覆
し
た
の
で
あ
る
。
当
裁
判

所
の
解
釈
は
、
明
ら
か
に

H
N
8
0同

-
Z
E
n
o
B
B宮
2
判
決
に
基
づ
い
て
お
り
、
判
決
理
由
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

ま
ず
最
初
に
、
裁
判
所
は
、
「
開
示
に
よ
る
公
益
と
、
議
会
が
適
用
除
外
事
由
に
よ
っ
て
保
護
し
よ
う
と
し
た
利
益
と
を
比
較
衡
量
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
し
た
。

次
に
、
開
示
に
足
る
「
唯
一
の
」
公
益
は
、
岡
山
岳
OH・8
E
n
o自
国
宮

2
判
決
で
確
認
さ
れ
た
利
益
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
「
開
示
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
政
府
の
運
営
及
び
活
動
を
公
衆
が
理
解
す
る
の
に
大
い
に
寄
与
す
る
と
い
う
連
邦
情
報
自
由
法
の
中
心
的
目
的
に
役
立
つ
場

合
で
あ
る
」
、

と
し
た
。

最
後
に
、
プ
ラ
イ
ヴ
ア
シ

l
の
侵
害
が
正
当
で
あ
る
か
否
か
は
、
開
示
請
求
が
な
さ
れ
た
目
的
に
よ
る
の
で
は
な
い
、

と
判
断
し
た
。

2 

商
業
上
の
情
報
に
関
す
る
裁
判
所
の
判
断

以
上
の
事
案
は
、
個
人
の
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
!
と
開
示
が
問
題
と
な
る
場
合
に
行
わ
れ
る
比
較
衡
量
に
つ
い
て
扱
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、

他
の
裁
判
所
で
は
、
商
業
上
の
情
報
が
問
題
と
な
る
適
用
除
外
事
由

ω仙
の
場
合
に
行
わ
れ
る
比
較
衡
量
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
。
こ

(ロ)

一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
、

Z
丘町。ロ

m-pw円
E
4・
Z
O
H・Z
ロ
(
以
下
、

ZMW昨
日
。
ロ
回
日
目
肖
}
内
印
判
決
と
い

の
問
題
に
関
し
て



第11巻 2号一一112

う
)
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

(1) 

zmw昨
日
。

E}Hdqwm
判
決

(
日
)

Zω
昨
日
。

E
己
)
R
E
判
決
は
、
「
連
邦
情
報
自
由
法
の
下
で
最
も
よ
く
引
用
さ
れ
る
『
秘
密
に
属
す
る
』
と
い
う
文
言
の
解
釈
」
に
つ
い
て

言
及
し
て
い
る
0
2三
宮

E
-
P弓
官
事
件
で
、
請
求
者
は
、
内
務
省
管
轄
に
な
る
国
立
公
園
で
営
業
許
可
を
得
て
営
業
し
て
い
た
企
業
に

関
す
る
情
報
の
開
示
請
求
を
行
っ
た
。
同
省
は
、
当
該
情
報
が
「
第
三
者
か
ら
取
得
し
た
秘
密
に
属
す
る
商
業
上
の
情
報
」
に
つ
い
て
規

定
す
る
適
用
除
外
事
由
例
凶
に
該
当
す
る
と
し
て
、
開
示
を
拒
否
し
た
。
当
該
情
報
が
、

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
よ
っ
て
企
業
か
ら
取
得
し

た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
第
三
者
か
ら
取
得
し
た
も
の
で
あ
り
、
商
業
上
の
性
質
を
も
っ
情
報
で
あ
る
こ
と
に
問
題
は
な
い
。
争
点
は
、

当
該
情
報
が
「
秘
密
に
属
す
る
」
か
ど
う
か
で
あ
っ
た
。
「
秘
密
に
属
す
る
」
と
い
う
文
言
の
解
釈
に
当
た
っ
て
、
裁
判
所
は
、
客
観
的
な

基
準
を
示
し
て
お
り
、
開
示
に
よ
っ
て
、
次
の
①
ま
た
は
②
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、

そ
の
商
業
上
ま
た
は
金
融
上
の
情
報
は

「
秘
密
に
属
す
る
」
情
報
で
あ
る
、
と
し
た
。
つ
ま
り
、
開
示
に
よ
っ
て
、
「
①
将
来
必
要
な
情
報
を
収
集
す
る
政
府
の
能
力
を
損
な
う
お

(M) 

そ
れ
が
あ
る
場
合
、
ま
た
は
、
②
情
報
を
提
供
し
た
第
三
者
の
競
争
上
の
地
位
に
実
質
的
な
損
害
を
も
た
ら
す
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
」
で

あ
る
と
し
た
。

(2) 

(
リ
円
庄
の
包
冨
ω凹
印
判
決

zm昨
日
。

E
-
H
V
R
E
判
決
で
示
さ
れ
た
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
、
適
用
除
外
事
由
削
仰
に
関
す
る
争
点
に
つ
い
て
の
連
邦
高
裁
の
判
例
法
と

(
日
)

一
九
九
二
年
、
門
司
目
立

g-
一宮山田回開口

R
m山、司
5
]
0
2
判
決
(
以
下
、
(
リ
ユ
片
山
口
問
]
]
話
器
印
判
決
と
い
う
)
に
お
い
て
、
同

な
っ
た
。
し
か
し

じ
連
邦
高
裁
が
、

Z
注目

C
E己
)
R
E
判
決
に
い
う
①
の
判
断
基
準
に
つ
い
て
検
討
し
、
召
喚
令
状
(
田
口
σ立
gω)
に
応
じ
る
場
合
の
よ
う

に
提
出
を
義
務
付
け
ら
れ
た
情
報
で
は
な
く
て
、
任
意
に
政
府
に
提
供
さ
れ
た
情
報
に
つ
い
て
は
、
「
秘
密
に
属
す
る
情
報
」
に
関
し
て
、

異
な
っ
た
判
断
基
準
を
示
し
た
。
任
意
に
提
供
さ
れ
た
情
報
は
、

政
府
へ
の
任
意
に
よ
る
情
報
の
流
入
を
保
護
す
る
と
い
う
当
然
の
必
要



性
か
ら
、
よ
り
大
き
な
保
護
を
受
け
る
権
利
が
あ
る
の
で
あ
り
、
適
用
除
外
事
由
に
該
当
す
る
可
能
性
が
大
き
く
な
る
、

と
し
た
。
任
意

提
供
情
報
を
保
護
し
な
け
れ
ば
、
提
供
者
は
そ
の
よ
う
な
情
報
を
提
供
し
な
く
な
る
の
で
、
必
要
な
情
報
を
収
集
す
る
政
府
の
能
力
が
損

(日山)

な
わ
れ
る
と
判
断
し
た
。
任
意
提
供
情
報
を
も
っ
と
充
分
に
保
護
す
る
と
い
う
意
図
を
達
成
す
る
た
め
に
、
裁
判
所
は
、
「
任
意
に
政
府
に

提
供
さ
れ
た
金
融
上
ま
た
は
商
業
上
の
情
報
は
、
情
報
提
供
者
が
慣
行
と
し
て
公
衆
に
開
示
し
て
こ
な
か
っ
た
場
合
、
適
用
除
外
事
白
川

(
げ
)

凶
に
い
う
『
秘
密
に
属
す
る
情
報
』
で
あ
る
」
、
と
判
示
し
た
。
提
出
を
義
務
付
け
ら
れ
た
情
報
と
は
違
っ
て
、
任
意
提
供
情
報
は
、
情
報

提
供
者
に
実
質
的
な
損
害
を
も
た
ら
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
い
う
必
要
は
な
い
。
し
か
し
、
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的
な
損
害
と
い
う
基
準
が
問
題
と
な
り
、
こ
れ
は
、

強
制
提
出
情
報
が
問
題
と
な
る
と
き
は
、
実
質

(
刊
日
)

ほ
と
ん
ど
の
控
訴
裁
判
所
で
一
般
的
に
容
認
さ
れ
て
い
る
基
準
で
あ
る
。

(3) 

任
意
提
供
情
報
の
問
題
点

Z
己目。

E
-
P肖
}
内
田
基
準
を
修
正
し
た
(
U

江
片
付
包
冨
凶
印
印
基
準
が
適
用
さ
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
当
該
情
報
が
ど
の
よ
う
に
「
任
意
に
」

(

山

口

)

提
供
さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
は
問
題
が
残
る
。
こ
れ
は
、
そ
う
簡
単
な
問
題
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
宮
内
ロ
oロ
ロ
の
ロ
ロ
。
ロ

m
-
2
4・
開
開

c
h
に

お
い
て

E
E
O
C
 B
o
g
-
回出
10M1HH5EOH)℃
R
Eロ
日
々
の
0
5日
目
的
印
目
。
口
、
雇
用
機
会
均
等
委
員
会
)
に
よ
る
調
査
の
過
程
で
、

冨
の
り
。
ロ
Do--
ロ
o
ロ
m-g
社
が

E
E
O
C
に
提
供
し
た
あ
る
情
報
に
対
し
て
開
示
請
求
が
な
さ
れ
た
。

E
E
O
C
は
召
喚
状
を
発
し
て
文
書

の
提
出
を
命
じ
た
が
、
冨
n
H
)

。ロロ
σロ
ロ
。
ロ

m-g
社
は
刀
口
喚
令
状
に
異
議
申
立
を
し
て
、
情
報
の
提
供
を
拒
否
し
た
。
両
者
間
で
の
交
渉
の

後
に
、
冒
n
u
o
Dロ
oロ
ロ
。
口
問
一
]
自
社
は

E
E
O
C
に
提
供
す
る
こ
と
に
同
意
し
た
。

E
E
O
C
は
、
当
該
資
料
は
召
喚
令
状
に
よ
る
強
制
の

下
に
提
出
さ
れ
た
の
だ
か
ら
、

Z
山昨日。ロ
ω]
司

R
E
基
準
に
該
当
し
、
わ
岳
山
口
丘
一
宮
山
田
印
判
決
に
よ
る
例
外
に
は
該
当
し
な
い
と
主
張
し
た
。

し
か
し
、
裁
判
所
は
、
(
当
該
文
書
の
保
護
を
主
張
す
る
冨
門
口
。
ロ
ロ
色
ロ
。
ロ
包

g
社
の
議
論
に
関
し
て
)
両
者
の
交
渉
の
結
果
提
供
さ
れ

た
の
だ
か
ら
、
当
該
文
書
は
任
意
に
提
供
さ
れ
た
こ
と
に
な
り
、
ロ
ユ
位
。

ω
-
v
E
g
基
準
が
適
用
さ
れ
る
と
判
示
し
て
、
開
示
を
否
定
し
て

いづ
hv
。
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(
初
)

円
。
円
昨
日
日
〈
-
Z〉
ω〉
に
お
い
て
も
、
連
邦
地
裁
は
門
号

-s-Z釦
∞
∞
基
準
を
採
用
し
て
い
る
。
航
空
宇
宙
局
は
、
当
該
情
報
の
提
出

を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
た
が
、

し
か
し
、
航
空
宇
宙
局
は
強
制
提
出
と
い
う
形
式
を
と
ら
な
か
っ
た
。
逆
に
、
航
空
宇
宙
局
の
契
約
担

当
官
は
、
口
。
ユ
自
社
の
方
か
ら
進
ん
で
デ
l
タ
を
提
供
す
る
か
ど
う
か
を
尋
ね
た
。
こ
の
よ
う
な
経
緯
か
ら
、
当
該
デ
l
タ
は
住
意
に
提

供
さ
れ
た
も
の
と
判
断
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

最
高
裁
判
決
の
影
響

1 

zmw片
山

OB]
司
R
E
基
準
及
ぴ
(
リ
ユ
巴

g
]
y
p
g
基
準
と
の
関
係

F
L
R
A
判
決
は
、

Z
丘
町
。
ロ
包
司
問
宮
判
決
の
再
評
価
を
求
め
た
の
で
あ
ろ
う
か
?

連
邦
情
報
自
由
法
に
関
す
る
訴
訟
の
初
期
段
階

で

一
九
七
四
年
に
出
さ
れ
た

Z
己目。

s-P弓
冨
判
決
は
、
連
邦
情
報
自
由
法
の
原
則
公
開
と
い
う
側
面
を
強
調
し
、
ま
た
、
同
法
の
適

用
除
外
事
由
を
狭
く
解
釈
す
る
こ
と
を
強
調
し
て
、
商
業
上
の
秘
密
に
属
す
る
情
報
の
問
題
に
関
す
る
分
析
を
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に

適
用
除
外
事
由
を
狭
義
に
解
釈
し
な
が
ら
、
当
裁
判
所
は
、
同
法
の
そ
れ
ぞ
れ
の
適
用
除
外
事
由
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
利
益
が
何
で
あ

る
か
を
検
討
し
た
結
果
、
効
率
的
な
行
政
の
運
営
と
あ
る
種
の
情
報
の
秘
密
の
保
持
が
保
護
さ
れ
る
利
益
に
該
当
す
る
と
し
た
。
適
用
除

外
事
由
に
該
当
す
る
と
い
う
た
め
に
は
、

開
示
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
商
業
上
の
情
報
の
提
供
者
(
ま
た
は
開
示
す
る
立
場
に
あ
る
行
政

機
関
)
が
、
「
開
示
に
よ
っ
て
、
秘
密
に
し
て
き
た
正
当
な
個
人
の
利
益
が
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ
」
が
あ
り
、
当
該
利
益
は
実
質
的
な
競
争

上
の
利
益
で
あ
る
旨
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

岡
山

3
2
Z
E
n
o
S
E
E
S
判
決
及
び

F
L
R
A
判
決
は
、

zm昨日。ロ
ω己】
R
Z
判
決
と
は
異
な
る
分
析
方
法
を
と
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
二

件
の
裁
判
例
は
、
適
用
除
外
事
由
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
目
的
を
狭
義
に
解
釈
す
る
と
い
う
や
り
方
で
は
な
く
、
連
邦
情
報
自
由
法
自
身

の
目
的
に
注
目
し
た
。
そ
し
て
、
連
邦
情
報
自
由
法
の
目
的
は
、
政
府
の
運
営
や
活
動
に
つ
い
て
の
公
衆
の
理
解
に
重
大
な
寄
与
を
す
る



と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
し
た
。
も
し
も
、
開
示
請
求
さ
れ
た
情
報
が
、

政
府
の
運
営
や
活
動
に
関
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
、
開
示
に
よ
る

公
益
は
「
存
在
し
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
、

開
示
及
び
不
開
示
に
よ
る
利
益
の
比
較
衡
量
は
、
議
会
が
適
用
除
外
に
よ
っ
て
保
護
し

ょ
う
と
し
た
利
益
の
方
向
に
傾
く
こ
と
に
な
る
。
営
業
上
の
秘
密
及
ぴ
秘
密
に
属
す
る
商
業
上
の
情
報
の
範
曙
で
は
、
適
用
除
外
に
よ
っ

て
保
護
さ
れ
る
利
益
と
は
、
常
例
と
し
て
公
衆
に
開
示
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
な
商
業
上
の
情
報
で
あ
ろ
う
。

言
い
換
え
る
な
ら
ば
、

F
L
R
A
判
決
は
、
連
邦
情
報
自
由
法
の
適
用
除
外
の
範
囲
を
決
定
す
る
に
際
し
て
考
慮
さ
れ
る
べ
き
一
つ
の

要
因
と
し
て
、
請
求
さ
れ
て
い
る
情
報
の
「
性
質
」
が
あ
る
と
い
う
点
を
明
ら
か
に
し
た
。
す
な
わ
ち
、
政
府
の
運
営
状
況
を
明
ら
か
に
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す
る
よ
う
な
情
報
で
あ
る
な
ら
、
こ
れ
を
開
示
す
る
公
益
は
存
在
す
る
が
、
逆
に
、
政
府
の
運
営
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
よ
う
な
情
報
で

は
な
い
な
ら
、
連
邦
情
報
自
由
法
の
中
心
的
目
的
と
は
評
価
さ
れ
な
い
の
で
、
当
該
情
報
の
開
示
は
、
同
法
の
支
持
す
る
「
開
示
に
よ
る

公
益
」
に
は
該
当
し
な
い
こ
と
に
な
る

oHN30H・g
a
h
o
g
g宮
2
判
決
の
趣
旨
を
言
い
換
え
る
と
、
「
連
邦
情
報
自
由
法
の
中
心
的
目
的

は
、
政
府
の
活
動
を
公
衆
の
鋭
い
監
視
の
前
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
の
保
障
で
あ
っ
て
、

た
ま
た
ま
政
府
の
倉
庫
に
あ
る
個
人
的
な
市
民

情
報
の
開
示
を
保
障
す
る
こ
と
で
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、

は
た
し
て
充
分
な
論
証
に
な
り
得
た
で
あ
ろ
う
か
?

も
し
も
こ

の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
と
ら
れ
る
の
な
ら
、
当
該
情
報
が
、
開
示
に
よ
っ
て
連
邦
情
報
自
由
法
の
目
的
を
実
現
す
る
よ
う
な
種
類
の
情

報
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
な
い
限
り
、

zm注目。口出
-
F肖
宮
判
決
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
①
と
②
の
判
断
基
準
、
及
び
(
リ
ユ
片
山
の
丘
一
富
山
田
印
判
決

に
よ
る

Z
丘町。

E
己
》
向
宮
基
準
の
制
限
と
い
う
判
断
基
準
は
、
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。

F
L
R
A
判
決
に
よ
る
と
、
個
人
の
住
所

は
開
示
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
よ
う
な
住
所
は
地
方
の
電
話
帳
で
容
易
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、

H
N
4
0
3
2
m
n。
S
E
R
E

円
ゅ
の
判
決
に
よ
る
と
、
有
罪
判
決
の
記
録
も
開
示
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
有
罪
判
決
が
出
さ
れ
て
い
れ
ば
裁
判
所
の
公
文
書
と
し
て
容

易
に
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
、
商
業
上
の
情
報
に
つ
い
て
も
、
政
府
の
倉
庫
や
フ
ァ
イ
ル
に
た
ま
た
ま
存
在
す
る
と
い
う
理

由
だ
け
で
開
示
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
の
か
否
か
、
議
論
す
る
充
分
な
根
拠
と
な
る
。
岡
山
告
。
2
0
5
h
c
B
B
E
2
判
決
及
び

F
L
R
A
判
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決
の
ど
ち
ら
も
、
個
人
情
報
の
開
示
が
そ
の
個
人
に
実
質
的
な
損
害
を
も
た
ら
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
い
う
事
実
認
定
に
依
拠
す
る
の
で
は

む
し
ろ
、
当
該
情
報
が
行
政
機
関
の
義
務
の
履
行
と
は
関
係
が
な
い
と
い
う
事
実
に
依
拠
し
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
政
府
フ
ァ

イ
ル
に
あ
る
商
業
上
の
情
報
に
つ
い
て
も
、
行
政
機
関
の
義
務
の
履
行
と
は
関
係
が
な
い
場
合
、
企
業
に
関
す
る
商
業
上
の
内
密
の
利
益

な
く
、

を
保
護
す
る
た
め
の
開
示
・
不
開
示
の
各
利
益
の
比
較
衡
量
は
、
不
開
示
の
方
向
に
傾
く
で
あ
ろ
う
こ
と
は
必
然
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ

(
幻
)

、つ
J

。
2 

ωvoa
冨
巳
包
当
日
woa
判
決

最
近
、
個
人
の
ブ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ

l
情
報
に
関
し
て
、
再
評
価
が
行
わ
れ
て
い
る
。

ω目

M
O
O
片
言
。
片
山
一
喝
R
W
O
B
4
・0
0
宮
5
5ロ
件
。
同
〈
2
2
E

(
幻
)

自由

ι
E
P
Z
(以
下
、

ω
z
a
冨
m

込
山
一
司

2
w
o
g
判
決
と
い
う
)
は
、
こ
の
よ
う
な
変
更
の
よ
い
例
証
で
あ
る
。
一
九
八
八
年
、

I
B
E

(
お
}

W
と
称
さ
れ
る
訴
訟
で
、
第
三
連
邦
控
訴
裁
判
所
は
、
連
邦
情
報
自
由
法
に
基
づ
き
、
政
府
と
契
約
関
係
に
あ
る
企
業
の
労
働
者
に
関
す

る
情
報
を
労
働
組
合
に
開
示
す
る
よ
う
行
政
機
関
に
命
ず
る
判
決
を
し
た
。
従
業
員
の
氏
名
・
住
所
を
開
示
す
る
目
的
は
、
労
働
法
が
適

切
に
適
用
さ
れ
て
い
る
か
否
か
を
労
働
組
合
に
監
視
さ
せ
る
た
め
だ
っ
た
。
し
か
し
、
一
九
九
八
年
、
第
三
連
邦
控
訴
裁
判
所
は
、

m
m
u
。ユa

o
a
n
。B
5
5
2
判
決
及
び

F
L
R
A
判
決
を
引
用
し
な
が
ら
、
異
な
っ
た
見
解
を
示
し
て
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。

ま
ず
、
「
閉
山
3
0
3
0訟
の
O

B
自由

2
8
判
決
及
ぴ

F
L
R
A
判
決
で
示
さ
れ
た
最
高
裁
の
見
解
を
考
慮
し
、
最
近
の
連
邦
控
訴
裁
判
所
の
判

決
を
検
証
し
た
結
果
、

I
B
E
W
判
決
で
示
さ
れ
た
当
裁
判
所
の
判
断
を
修
正
す
る
」
、

と
し
た
。

F
L
R
A
判
決
が
、
「
開
示
に
足
る
『
唯
一
の
』
公
益
は
、
開
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
政
府
の
運
営
及
ぴ
活
動
を
公
衆
が
理
解
す
る
の

に
大
い
に
寄
与
す
る
と
い
う
連
邦
情
報
自
由
法
の
中
心
的
目
的
に
役
立
つ
場
合
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
部
分
を
引
用
し
な
が
ら
、

ω
F
0
2

冨
巾
同
釦
一
君
。
円

ra判
決
は
、
「
氏
名
・
住
所
・
そ
の
他
類
似
の
個
人
情
報
の
開
示
は
、
退
役
軍
人
省
の
行
政
運
営
に
つ
い
て
何
も
明
ら
か
に

(M) 

す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
し
た
の
で
あ
る
。



3 

今
後
の
展
開

こ
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
も
は
や

Z
巳
芯

E
己
》
号
宮
基
準
及
び
円
号
片
山
]
冨
山
田
由
基
準
を
考
慮
す
る
理
由
は
存
在
し
な
い
こ
と
を

(
お
)

意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
?

リ
山
十
品
、

1
l
 そ
う
で
は
な
い
と
考
え
る
。
こ
れ
ら
の
判
断
基
準
は
、

現
在
も
重
要
な
効
力
を
有
し
て
い
る
と
い

え
る
で
あ
ろ
う
。

Zm注目。
E
-
H
V
R
Z
基
準
及
び

nH-ES-
云
思
印
基
準
は
、
商
業
上
の
情
報
が
行
政
機
関
の
義
務
の
履
行
に
関
係
が
あ
る

状
況
下
で
は
適
用
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
商
業
上
の
情
報
が
、
連
邦
情
報
自
由
法
の
意
図
し
た
目
的
に
該
当
す
る
場
合
、

つ
ま
り
、
行
政

機
関
の
義
務
の
履
行
に
関
係
が
あ
る
場
合
、
裁
判
所
は
、

開
示
の
重
要
性
に
も
拘
わ
ら
ず
、
開
示
す
べ
き
で
な
い
他
の
要
因
が
あ
る
か
ど
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う
か
と
い
う
問
題
に
、
当
然
な
が
ら
直
面
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
場
合
、

と
も
か
く
も
開
示
請

と
い
っ
て
も
、
政
府
の
運
営
状
況
が
、

求
さ
れ
た
商
業
上
の
情
報
に
表
わ
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
開
示
に
よ
る
利
益
の
あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
場
合
だ
け
、
裁

判
所
は
、
知
る
権
利
と
い
う
公
益
と
秘
密
に
属
す
る
情
報
を
保
護
す
る
と
い
う
民
間
企
業
の
利
益
と
を
比
較
衡
量
す
る
こ
と
を
要
求
さ
れ

る
。
こ
の
と
き
、

Z
己
目
。
ロ
何
回
]
℃
司
宮
判
決
に
い
う
二
つ
の
基
準
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
の
み
、
ま
た
は
任
意
に
提
供
さ
れ
た
情
報

が
含
ま
れ
る
た
め
に
限
定
的
な
わ
号
庁
丘
一
言

m
g
基
準
に
該
当
す
る
場
合
の
み
、
比
較
衡
量
は
不
開
示
の
方
向
に
傾
く
こ
と
に
な
る
で
あ

ろ、
7
。

四

と

め

土
4
F

連
邦
情
報
自
由
法
を
支
持
し
た
人
々
は
、
連
邦
情
報
自
由
法
が
商
業
上
の
競
合
関
係
者
や
そ
の
弁
護
士
に
よ
っ
て
、
公
衆
に
は
入
子
で

き
な
い
よ
う
な
競
合
相
手
の
秘
密
に
属
す
る
商
業
上
の
情
報
を
入
手
す
る
手
段
と
し
て
悪
用
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
予
想
で
き
な
か
っ
た

の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
連
邦
情
報
自
由
法
の
起
草
者
が
、
将
来
の
ビ
ジ
ョ
ン
を
欠
い
て
い
た
こ
と
か
ら
、
同
法
運
用
に
か
か
る
実
際
の
経

費
の
予
測
を
誤
る
こ
と
に
な
っ
た
。
開
示
請
求
の
八
O
%
が
企
業
の
代
理
人
ま
た
は
そ
の
弁
護
士
か
ら
の
も
の
で
あ
り
、

わ
ず
か
五
%
が
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公
衆
の
た
め
の
利
益
団
体
、
あ
る
い
は
伝
統
的
に
そ
の
代
理
で
あ
る
マ
ス
コ
ミ
及
ぴ
学
者
か
ら
の
も
の
で
あ
る
と
き
、
連
邦
情
報
自
由
法

の
意
図
が
損
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
連
邦
情
報
自
由
法
が
、
そ
も
そ
も
保
護
す
る
予
定
で
は
な
か
っ
た
人
々
に
よ
る
同

法
の
濫
用
に
よ
っ
て
、
同
法
が
保
護
す
る
予
定
だ
っ
た
人
々
に
大
き
な
悪
影
響
を
与
え
て
い
る
。
同
法
を
施
行
す
る
に
当
た
っ
て
、
行
政

機
関
に
負
わ
さ
れ
て
い
る
経
費
の
た
め
に
、
悪
影
響
が
生
じ
て
い
る
。
例
え
ば
、
実
際
に
開
示
さ
れ
る
ま
で
に
長
期
間
待
た
さ
れ
る
こ
と

ゃ
、
膨
大
な
未
処
理
分
、

そ
し
て
、
本
当
に
保
護
す
る
必
要
の
あ
る
情
報
を
開
示
し
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
官
僚
の
努
力
等
で
あ
る
。

河
内
山
℃

2
z
a
n
。5
5日
同
昨
日
判
決
及
び

F
L
R
A
判
決
の
よ
う
に
、
連
邦
情
報
自
由
法
の
開
示
条
件
を
限
定
し
な
が
ら
、
他
方
で
、
適
用
除

外
事
由
を
広
義
に
解
釈
す
る
こ
と
は
、
民
主
主
義
の
も
と
に
あ
る
公
衆
が
必
要
と
し
て
い
る
中
心
的
な
情
報
の
開
示
を
促
進
す
る
た
め
に

は
、
実
際
に
良
い
効
果
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
自
分
た
ち
の
政
府
が
何
を
し
て
い
る
の
か
」
、
政
府
は
現
実
に
ど
の
よ
う
に
機
能
し
て
い

る
の
か
、
行
政
の
運
営
は
ど
の
よ
う
に
実
施
さ
れ
て
い
る
の
か
等
に
関
す
る
情
報
に
つ
い
て
は
、
開
示
を
促
進
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し

か
し
、
今
後
、
下
級
裁
判
所
が

F
L
R
A
判
決
を
採
用
し
て
い
く
と
、
先
述
の
よ
う
な
問
題
は
残
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
H
N
8
0
えの門田

h
o
g
E
5
2
判
決
以
前
で
は
、

F
L
R
A
事
件
で
問
題
と
な
っ
た
よ
う
な
職
員
の
自
宅
住
所
に
つ
い
て
、
総
て
の
連
邦
控
訴
裁
判
所
は
そ

の
開
示
を
行
政
機
関
に
命
じ
て
き
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
連
邦
情
報
自
由
法
の
起
草
者
は
、
膨
大
な
未
処
理
分
を
抱
え
る
状
況
や
経
費
の

問
題
に
代
わ
っ
て
、
「
政
府
が
何
を
し
て
い
る
の
か
」
と
か
政
府
は
そ
の
機
能
を
ど
の
よ
う
に
発
揮
し
て
い
る
の
か
を
示
す
情
報
を
、
よ
り

大
量
に
よ
り
迅
速
に
開
示
す
る
と
い
う
結
果
と
な
っ
た
、
こ
の
よ
う
な
非
常
に
簡
素
化
さ
れ
た
制
度
に
す
る
つ
も
り
だ
っ
た
の
か
を
知
る

」
と
が
で
き
れ
ば
、
興
味
深
い
こ
と
だ
ろ
う
。

[
原
題
]

ロ
ω
司
自
の
色
。

5
0同
円
口
問
。
口
出
丘
町
。
ロ
〉
の
片
山
口
弘
閃
山
宮
口
の
山
口

m
h
oロ
白
山
口
片
山
口

m
H
E
2
2
Z



[
講
演
者
紹
介
]

【

Umユ
司
・
。
。
。
島
出
向
宮
教
授
は
、
司
法
省
及
び
連
邦
行
政
会
議
に
勤
務
後
、
ジ
ョ
ー
ジ
タ
ウ
ン
大
学
及
ぴ
ブ
ル
ッ
ク
リ
ン

法
科
大
学
院
の
非
常
勤
教
授
を
経
て
、
広
島
大
学
法
学
部
教
授
を
務
め
、
現
在
は
弁
護
士
。
本
稿
は
、

一
九
九
八
年
一

O
月
七
日
、

奈
良
産
業
大
学
国
際
交
流
会
主
催
に
よ
り
行
わ
れ
た
、
。

g
a
g
s
教
授
の
同
題
講
演
の
も
と
と
な
っ
た
基
調
ペ
ー
パ
ー
の
邦
訳
で

あ
る
。
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(
1
)

元
広
島
大
学
英
米
法
教
授

(
2
)

印
Cω
の印印
N

(
3
)

〉
・
冨

W
E巾】唱曲盟国ロ
0

・

zn・4
・
河
貝
Y

H
∞
出
包
ロ
∞

(
N
E
Q吋
居
室
)
・

(
4
}

同w
・M

M

・〉・
4
・
冨
吉
田
デ
位
。

Cω

誌

(HSω)
・

{
5
)

ロ
呂
田
耳
目
自
件
。
同
広
岡
而
〉
山
門
司
O
吋円四
4
・同
o
m
p
b日
ロ
ωω
印
N
-
ω
8
1
8
H
(忌
芯
)
・

(
6
}

当

E-
叫出向句、同
a
g
ミ
止
を
さ
急
q
s
h
a
h
め
ぎ
立
。
宮
曽
与
m
S
H
芯
M
M

間
暴
言
、
ま
き
を
ミ
同
ぬ
委
託
若
宮
翠
色
町
、
白
立
町

E
N
S
-
a

明
白
。
弓
F
・し『・白血タ目
g
(
H
S
S
・

(
7
)

お由

dω

一三由(忌∞由)・

(
8
)
H
H
A
F
ω
・。
?
H
C
C由
(
H
S
C
・

(
9
)

合
衆
国
に
は
プ
ラ
イ
ヴ
ア
シ

i
保
護
法
が
あ
り
、
同
法

mdω
の印印
N

(

担
)
は
、
政
府
フ
ァ
イ
ル
の
個
人
に
関
す
る
あ
る
種
の
文
書
を
開
示
か
ら
保

護
す
る
と
規
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
連
邦
情
報
自
由
法
に
よ
り
開
示
請
求
さ
れ
た
場
合
、
プ
ラ
イ
ヴ
ア
シ
l
法
は
開
示
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

(
日
)
こ
こ
で
市
民
の
権
利
に
言
及
し
て
い
る
の
は
興
味
深
い
。
と
い
う
の
は
、
開
示
請
求
者
側
の
市
民
の
権
利
と
い
う
要
件
は
、
連
邦
情
報
自
由
法
の

ど
こ
に
も
見
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

(
U
)
A
F∞∞

Cω
同
昨
日
ミ

AH.

(
M
M
)

仏国∞司
-
M

色叶品目印

(
U
・。・。町
-
H
由
JE)
・

(
日
)
宮
山
】
-
R
H
R
・4
・0
巾
冨
ユ

B
2
2同開
pmnps申
出

ωロ
召
・
叶
S
・
3
H

(リ比)九戸山田町山司
-
N

色
白
仲
吋

J

『

0

・

(ロ・

0
5・H
8
0
)
・
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(
日
)
わ
岳
山
口
包
呂
田
臼
田
呂
l
U
吋
日
目
包
∞
ご
(
口
固
め

.
C門・
HSN)
・
2
ユ
-
a
s
-
E
.
8叶
己
∞
由
∞
品
・

(
日
)
「
当
該
情
報
が
提
出
を
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
場
合
、
行
政
機
関
の
利
益
は
継
続
的
に
確
実
に
保
障
さ
れ
る
が
、
任
意
提
供
の
場
合
、
行
政
機
関

の
利
益
は
継
続
的
に
入
手
可
能
と
い
う
程
度
に
保
障
さ
れ
る
」

3
3
司
・
呂
田
仲
笥
∞
)
。

(
口
)
由
叶
日
司
-
N
色
白
門
∞
吋
由
・

(
叩
日

)

Z
白
色
。
ロ
白
己
ν
出
『
冨
基
準
は
、
一
般
的
に
連
邦
控
訴
裁
判
所
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
て
い
る
。
。
ユ
立
門
出
]
宮
山
田
由
基
準
は
最
近
の
判
決
で
あ
り
、
ま
だ
他

の
連
邦
控
訴
裁
判
所
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
実
際
、
ハ
リ
コ
巳

2-
一
戸
白
印
∞
基
準
が
、
他
の
裁
判
所
に
よ
っ
て

Z
由民
C
ロ
包
同

V
R
E

基
準
と
同
様
に
支
持
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
一
般
的
な
ル
!
ル
と
し
て
、
情
報
提
供
者
に
実
質
的
損
害
が
生
じ
る
場
合

は
、
当
該
情
報
は
秘
密
に
属
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
情
報
提
供
者
に
実
質
的
損
害
の
生
じ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
な
い
場
合
で
も
、
任
意
提
供
と

い
う
点
や
わ
ユ
z
s
-
冨
白
印
印
基
準
の
適
用
が
問
題
と
な
る
こ
と
が
あ
る
。

m，S
N巾
巾
〈
戸
」
∞
司
同
長

ω巾
3
-
2・
ミ
町
，
昆

ω由叶唱

ω叶
N
3
5
(
V
H円

sg)

に
お
い
て
、
第
九
連
邦
控
訴
裁
判
所
は
、
「

Z
R
Z
E
-
句

R
Z
基
準
を
適
用
し
た
が
、
し
か
し
、
わ
ユ
江
口
出
]
呂
田
印
印
基
準
の
適
用
に
つ
い
て
は
今
は
審

理
し
な
い
」
旨
、
判
示
し
て
い
る
。
本
件
司

S
N
2
事
件
で
争
い
と
な
っ
た
文
書
は
任
意
に
提
供
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
、
裁
判
所
は
、
あ

え
て
わ
ユ

z
g】
沼
恒
由
回
基
準
の
適
用
に
つ
い
て
審
理
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

(
川
口
)
由
M
M

司

ωロ
U
H
Y
N
8
・
N色
(
何
巴
富
。
忌
由
由
)

(
初
)
由
NH
司・

ωロ℃円)・∞(ロ
-
U
・。・

5
8
)
・
連
邦
地
裁
は
、
円
巾
巾

4
-
E
)同(YSω
司・

ωZH)℃
ム
臼

(
ω
O
Z
J
1
5
8
)
に
お
い
て
、
政
府
に
提
出
さ
れ
た
文

室
田
が
、
行
政
機
関
に
よ
る
強
制
的
審
査
手
続
の
一
環
と
し
て
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
任
意
提
供
と
は
み
な
さ
ず
、
従
来
の

Z
己
Z
E
-

司
R
Z
基
準
を
適
用
し
た
。
そ
し
て
、
「
当
該
文
書
は
、

0
C
C
の
承
認
子
続
き
が
開
始
さ
れ
る
前
に
提
出
を
義
務
付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
は
た

し
て
、
ど
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
任
意
提
供
で
あ
っ
た
と
い
う
の
か
、
当
裁
判
所
に
は
不
明
で
あ
る
」
と
し
た
。

(
幻
)
こ
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て
は
、
連
邦
情
報
自
由
法
が
開
示
を
原
則
と
し
て
い
る
と
い
う
趣
旨
に
鑑
み
て
、
同
法
を
再
検
討
し
て
み
る
必

要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
再
検
討
す
る
た
め
に
、
最
高
裁
判
所
は
、

F
L
R
A
判
決
を
更
に
詳
し
く
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
連
邦
控
訴
裁
判
所
が
、
自

ら
こ
の
問
題
に
つ
い
て
再
検
討
す
る
こ
と
を
嫌
っ
て
い
る
こ
と
は
次
の
判
決
に
反
映
さ
れ
て
お
り
、
。
Z
U〉
J
1

・
回
目
立
巾
・
∞
ω
司
ω
己
戸
田
∞
(
恒
丹
}
凶
行
町
-

H

由
甲
町
)
に
お
い
て
、
裁
判
所
は
、
政
府
機
関
が
郵
送
す
る
郵
便
物
リ
ス
ト
の
開
示
を
命
じ
た
。
開
示
請
求
さ
れ
た
こ
の
リ
ス
ト
に
は
、
政
府
機
関
が
郵

送
す
る
郵
便
物
の
受
取
人
の
氏
名
及
び
住
所
が
記
載
さ
れ
て
い
た
。
裁
判
所
は
、
本
件
に

F
L
R
A
判
決
は
適
用
さ
れ
な
い
と
し
た
。
そ
れ
は
、
当

該
郵
便
物
リ
ス
ト
は
、
と
も
か
く
も
、
政
府
の
運
営
を
知
る
の
に
適
し
た
情
報
で
あ
る
と
判
断
し
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
反
対
意
見
は
、
こ
の
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よ
う
な
個
人
的
デ
l
タ
に
は

F
L
R
A
判
決
が
適
用
さ
れ
る
と
し
て
い
る
。

(
n
)
H
ω
日
匂

.ω
仏
∞
由
同

(ω
門
己
わ
町

.HUhwm叫
)

.

(
お
)
同
ロ
Z
E白
色
。
口
出
-
∞

E
C同
盟
巾
円
・
者
。
長
巾
a
F
c
n白
-
C
E
oロ

Z
0・印
4
・dω

ロ
弓
バ

0同
国

0
5
・
自
己
匂
号
白
ロ
ロ
巾
〈
-w

∞印
N

司
.
包
∞
叶

(ω
邑

n-門]{坦∞∞)

(M)

州
の
情
報
自
由
法
に
関
連
す
る
同
様
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
、
同
色

Z
5
5
〈
目
白
々
え
の
え
ロ
ヨ
σ
5・
呂
町
司
包

5
8・
5
ミ
(
自
任
。
片
足
也
∞
)

参
照
。

(
お
)
コ
ロ
ン
ビ
ア
特
別
区
控
訴
裁
判
所
は
、
現
在
も

Z
色
。
ロ
包
司

R
E
基
準
及
び

(
U
E
t
g
]
呂
田
留
基
準
に
依
拠
し
て
い
る
。
∞
同
庁
}
H
O
E
-

。
与
]
巾

n
o
-
-
z
n
・4
・司(い
(
Y
H
H
品
目
包

N
2・
M

∞
H
3
3
3
は
、
「
当
該
情
報
が
秘
密
に
属
す
る
情
報
で
あ
る
か
否
か
の
基
準
は
、
情
報
が
任
意
に
提
供
さ

れ
た
の
か
強
制
的
に
提
出
さ
れ
た
の
か
に
よ
っ
て
い
る
。
も
し
も
、
当
該
情
報
が
任
意
に
政
府
に
提
供
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
情
報
を
提
供
し
た
第
三

者
が
慣
行
と
し
て
公
衆
に
開
示
し
て
い
な
け
れ
ば
、
秘
密
に
属
す
る
情
報
と
な
る
。
。
『
在
日
-
富
田
回
出
基
準
に
よ
る
と
、
情
報
の
提
出
を
義
務
付
け
ら

れ
て
い
る
場
合
に
は

Z
三
芯
ロ
包
司

R
E
基
準
が
適
用
さ
れ
、
開
示
に
よ
っ
て
、
①
将
来
必
要
な
情
報
を
収
集
す
る
政
府
の
能
力
を
損
な
う
お
そ
れ
が

あ
る
場
合
、
ま
た
は
、
②
情
報
を
提
供
し
た
第
三
者
の
競
争
上
の
地
位
に
実
質
的
な
損
害
を
も
た
ら
す
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
と
き
に
の
み
、
当
該
情
報
は
秘
密
に
属
す
る
情
報
と
な
る
」
旨
、
判
示
し
て
い
る
。




